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８
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１
１

所
得
税
の
確
定
申
告
の
際
、
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め

に
、
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認

し
た
書
類
を
発
行
し
ま
す
。
対
象
に

該
当
す
る
方
は
、
介
護
保
険
課
（
本

庁
舎
一
階
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象次

の
①
②
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

①
介
護
保
険
法
の
要
支
援
・
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
主
治

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
書
類
を
発
行
し
ま
す

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
書
類
を
発
行
し
ま
す

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
書
類
を
発
行
し
ま
す

医
意
見
書
に
よ
り
尿
失
禁
状
態
お

よ
び
寝
た
き
り
度
が
Ｂ
１
〜
Ｃ
２

で
あ
る
と
確
認
で
き
る

②
確
定
申
告
の
際
、
医
療
費
控
除
を

受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ
る

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
六
十
五
歳
以
上
（
扶
養
さ
れ

て
い
る
方
を
含
む
）
で
次
の
要
件
に

該
当
す
る
方
に
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
、
高
齢
者
い
き
が
い
課
（
本

庁
舎
一
階
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
の
際
に
、
こ
の

認
定
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
障
害

者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象次

の
①
②
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

①
介
護
保
険
法
に
よ
る
第
１
号
被
保

険
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育

手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
つ
方
を

除
く
）

②
要
介
護
１
〜
５
ま
で
に
認
定
さ
れ

て
い
る

＊
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
つ
方

は
、
確
定
申
告
時
に
提
示
す
れ
ば
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

障
害
者
控
除
の
認
定
要
件

特
別
障
害
者
控
除
…
要
介
護
４
ま
た

は
５
に
認
定
さ
れ
た
方
▼
要
介
護

１
〜
３
に
認
定
さ
れ
た
方
の
う

ち
、
障
害
老
人
の
日
常
生
活
自
立

度
（
寝
た
き
り
度
）
判
定
基
準
が

Ｂ
１
〜
Ｃ
２
、
ま
た
は
痴
ほ
う
性

老
人
の
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基

準
が
Ⅳ
か
ら
Ｍ
に
該
当
す
る
方

障
害
者
控
除
…
要
介
護
１
〜
３
に
認

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
、
障
害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
、
障
害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
、
障
害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

定
さ
れ
た
方
（
特
別
障
害
者
控
除

に
該
当
す
る
方
は
除
く
）

認
定
基
準
日
…
所
得
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日

現
在
の
要
介
護
認
定
状
況
で
決
定

申
請
に
必
要
な
物
　

印
鑑
・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
。

問
い
合
わ
せ
…
高
齢
者
い
き
が
い
課

自
立
支
援
係
・
℡
内
線
２
５
５
１

＊
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

は
、
従
前
の
方
法
（
医
師
の
証
明
書
）

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
介
護
保
険
課
認
定

係
・
℡
内
線
２
５
６
５
　

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の

税
額
は
、
国
保
加
入
者
の
前
年
中
の

所
得
を
基
に
計
算
さ
れ
る
所
得
割

と
、
加
入
者
数
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ

る
均
等
割
と
の
合
計
額
で
す
。
こ
の

う
ち
均
等
割
は
、
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
六
割
ま
た
は

四
割
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
国
保
加
入
者
の
中
に

未
申
告
者
が
い
る
と
、
世
帯
の
所
得

が
一
定
基
準
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か

を
判
定
で
き
な
い
た
め
、
同
制
度
を

適
用
で
き
ま
せ
ん
（
毎
年
四
月
一
日

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
必
ず
所
得
の
申
告
を
！

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
必
ず
所
得
の
申
告
を
！

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
必
ず
所
得
の
申
告
を
！

現
在
の
国
保
加
入
者
と
世
帯
主
の
前

年
中
の
所
得
で
判
定
）。

こ
の
た
め
、
こ
の
制
度
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
は
、
前
年
中
に
所
得

が
な
く
て
も
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
を
申
告
し
な
い
と
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
や

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
の
負
担
額

が
多
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

次
の
方
も
所
得
に
応
じ
て
自
己
負

担
割
合
な
ど
が
決
ま
る
た
め
、
必
ず

市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

①
老
人
医
療
費
受
給
者

②
高
齢
受
給
者

③
老
人
保
健
受
給
者
（
65
歳
以
上
の

老
人
保
健
受
給
者
を
含
む
）

問
い
合
わ
せ
…
国
保
年
金
課
国
保
資

格
係
・
℡
内
線
２
４
７
９
　

市
で
は
、
左
記
の
と
お
り
職
務
経

験
が
あ
る
職
員
を
募
集
し
ま
す
。
給

与
・
休
暇
な
ど
、
詳
し
く
は
募
集
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集
案
内
・

申
込
書
は
、
職
員
課
（
本
庁
舎
四

階
）
・
出
張
所
・
南
連
絡
所
・
本
川

越
駅
証
明
セ
ン
タ
ー
で
、
一
月
二
十

五
日
戚
か
ら
配
布
し
ま
す
。

職
種
・
募
集
人
員

学
芸
員
職
（
一
人
）

美
術
館
な
ど
に
お
け
る
、
美
術
資

料
の
収
集
・
保
管
・
展
示
お
よ
び
調

査
研
究
な
ど
に
関
す
る
業
務
。

受
験
資
格

平
成
十
七
年
十
二
月
末
日
現
在
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

学
芸
員
の
資
格
を
有
す
る
▼
大
学
ま

た
は
大
学
院
で
日
本
美
術
史
を
専
攻

し
た
▼
美
術
館
に
お
い
て
、
主
と
し

て
近
代
日
本
美
術
に
関
す
る
職
務
経

験
を
通
算
五
年
以
上
有
す
る
▼
生
年

月
日
が
昭
和
35
年
４
月
２
日
以
降

受
験
申
し
込
み
（
郵
送
不
可
）

受
付
日
時
…
２
月
８
日
戚
・
９
日

斥
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

受
付
場
所
…
職
員
課

採
用
試
験

試
験
日
…
２
月
11
日
積

試
験
会
場
…
本
庁
舎
七
階
第
五
委
員

会
室

問
い
合
わ
せ
…
職
員
課
人
事
係
・
℡

内
線
２
２
３
１

職
務
経
験
者（
学
芸
員
）

を
募
集
し
ま
す

必ず申告を！
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改
正
介
護
保
険
法
が
四
月
一
日
析

か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
介

護
が
必
要
と
な
っ
た
高
齢
者
が
、
住

み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て

自
立
的
な
日
常
生
活
が
営
め
る
よ

う
、
新
た
に
「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
」
が
提
供
さ
れ
ま
す
。
当
該
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
は
、
市
が
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

次
の
と
お
り
事
業
者
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
希
望
す
る
事
業
者
は
、

出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
…
２
月
５
日
隻
、
午
後
１
時
30

分
〜

会
場
…
農
業
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
・
夜

間
対
応
型
訪
問
介
護
・
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
。

対
象
事
業
者

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

考
え
て
い
る
事
業
者
。

問
い
合
わ
せ
…
介
護
保
険
課
保
険
料

資
格
係
・
℡
内
線
２
５
７
０

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
説
明
会
の
お
知
ら
せ

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
説
明
会
の
お
知
ら
せ

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
説
明
会
の
お
知
ら
せ

一
月
二
十
三
日
か
ら
、
市
内
三
か

所
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
、
介

護
相
談
員
に
よ
る
相
談
活
動
が
始
ま

り
ま
し
た
。

介
護
相
談
員
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
を
訪
問

し
、
利
用
者
や
家
族
か
ら
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
疑
問
な
ど
、
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
介
護
保
険
課
認
定

係
・
℡
内
線
２
５
６
５

介
護
相
談
員
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た

介
護
相
談
員
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た

介
護
相
談
員
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た

昨年12月28日、市内の

公共的団体の代表者などで

構成されている「川越市行

政改革推進懇話会（小
お

田
だ

伍
ご

良
ろう

会長）」から、行政改革

の推進について提言を受け

ました。

市では、この提言の趣旨

と内容を踏まえ、平成21

年度までの取り組みを明示

した集中改革プランを策定

する予定です。

なお、この提言書は市ホームページで見ることがで

きます。

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
問い合わせ…行政管理課行政管理担当・℡内線2152

行政改革に関する提言を受けました

「人と人とのこうさてん」
編集委員を募集します
「人と人とのこうさて
ん」は、男女共同参画
に関する意識啓発のた
めの情報紙。企画・
取材・編集すべてを、
市民の皆さんから募
集した６人の編集
委員が担当してい
ます。今回、任期
満了に伴い、新たな編
集委員を募集します。あなたの経験やアイ
デアを、紙面作りに生かしてみませんか。
任期…４月から２年間　
応募資格…４月から、水曜日午前の編集会
議（年間20回程度開催）に出席できる
市内在住の成人
募集人員…２人（選考）
謝礼…薄謝　
応募方法…男女共同参画課（本庁舎３階）
にある応募用紙に必要事項を記入し、２
月28日惜までに同課へ持参
＊応募用紙は、市ホームページからダウン
ロードすることもできます。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
問い合わせ…男女共同参画課男女共同参画
担当・℡内線2441

舟橋市長に提言書を手渡す小田会
長（右）と秋山キヨ子副会長（左）

市
で
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保

の
た
め
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
き

「
平
成
十
八
年
度
食
品
衛
生
監
視
指

導
計
画
案
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
同

計
画
案
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

こ
の
計
画
案
は
、
食
品
・
環
境
衛

生
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

http://www.city.kawagoe.saitam
a.jp/

平
成
平
成
平
成
181818
年
度
川
越
市
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
案
に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す

年
度
川
越
市
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
案
に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す

年
度
川
越
市
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
案
に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す

募
集
期
間
…
１
月
25
日
戚
〜
２
月
24

日
昔

提
出
方
法
…
自
由
な
様
式
に
住
所
・

氏
名
・
連
絡
先
を
明
記
し
、
郵

送
・
フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
、

〒
３
５
０-

１
１
０
４
小
ケ
谷
八

一
七-

一
・
川
越
市
保
健
所
食

品
・
環
境
衛
生
課

＊
意
見
に
対
す
る
個
別
の
回
答
は
し

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
…
食
品
・
環
境
衛
生
課

食
品
衛
生
係
・
℡
２
２
７-

５
１

０
３
・
FAX
２
２
４-

２
２
６
１
▼

Ｅ
メ
ー
ル
＝sh

o
ku
kan
eisei@

city.kaw
ag
o
e.saitam

a.jp


